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令和元年第２回宮城県後期高齢者医療広域連合議会定例会（第１号） 

 

                                           

○会 議 年 月 日  令和元年８月６日（火曜日） 

                                           

○出 席 議 員（３０名） 

   １番  髙 橋 栄 一 議 員     ２番  村 上   進 議 員 

   ３番  沼 倉 利 光 議 員     ４番  澤 邉 幸 浩 議 員 

   ５番  西 澤 啓 文 議 員     ６番  長 田 忠 広 議 員 

   ７番  佐 藤 富 夫 議 員     ８番  只 野 直 悦 議 員 

   ９番  西 村 義 隆 議 員    １０番  下 山 孝 雄 議 員 

  １２番  佐 藤 ア ヤ 議 員    １３番  藤 田 洋 一 議 員 

  １４番  阿 部   薫 議 員    １５番  及 川 幸 子 議 員 

  １６番  竹 内 和 彦 議 員    １７番  綠 山 市 朗 議 員 

  １８番  渡 邉   淳 議 員    １９番  曽 我 ミ ヨ 議 員 

  ２０番  大 沼 宗 彦 議 員    ２１番  小 渕 洋一郎 議 員 

  ２２番  犬 飼 克 子 議 員    ２３番  佐 藤 千加雄 議 員 

  ２４番  赤 間 しづ江 議 員    ２５番  日 下 七 郎 議 員 

  ２６番  戸津川 晴 美 議 員    ２７番  平 間 武 美 議 員 

  ３０番  佐々木 裕 子 議 員    ３１番  吉 田   修 議 員 

  ３２番  杉 浦 謙 一 議 員    ３３番  眞 幡 善 次 議 員 

                                           

○欠 席 議 員（４名） 

  １１番  齊 藤 秀 行 議 員    ２８番  庄 司   充 議 員 

  ２９番  遠 藤   実 議 員    ３４番  一 條   功 議 員 

                                           

○説明のため出席した者の職氏名 

広 域 連 合 長  佐 藤   昭  副広域連合長  村 上 英 人 

会 計 管 理 者  中 塚 正 志  事 務 局 長  熊 谷   徹 

総 務 課 長  山 口 香 織  保 険 料 課 長  吉 田   研 

給 付 課 長  千 葉 敬 実  監 査 委 員  及 川 宜 成 
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○議会事務局出席職員職氏名 

事 務 局 長  渡 辺 一 晃  事 務 局 次 長  菊 池   敦 

主 事  大 橋 理 志  主 事  太 田 慎 吾 

                                           

○議 事 日 程（第１号） 

   日程第 １   会議録署名議員の指名 

   日程第 ２   会期の決定 

   日程第 ３   諸般の報告 

   日程第 ４   報 告 第 １ 号 平成３０年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

   日程第 ５   第 ８ 号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

   日程第 ６   第 ９ 号議案 会計年度任用職員の退職手当に関する条例 

   日程第 ７   第１０号議案 職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正す

る条例 

   日程第 ８   第１１号議案 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正す

る条例 

   日程第 ９   第１２号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

   日程第１０  第１３号議案 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改

正する条例 

   日程第１１  第１４号議案 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例 

   日程第１２  第１５号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

   日程第１３  第１６号議案 平成３０年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計決

算及び後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

   日程第１４  第１７号議案 令和元年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正

予算（第１号） 

   日程第１５  第１８号議案 令和元年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号） 

   日程第１６  第１９号議案 宮城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の同

意を求めることについて 

   日程第１７  第２０号議案 宮城県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任の同意を

求めることについて 
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   日程第１８  選挙管理委員及び補充員の選挙 

   日程第１９  一般質問 

                                           

○本日の会議に付した事件 

   議事日程のとおり 

                                           

      午後１時００分  開会 

○議長（西澤啓文議員） ただいま出席議員が３１名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより令和元年第２回宮城県後期高齢者医療広域連合

議会定例会を開会いたします。 

  御報告いたします。 

  会議規則第２条の規定により、１１番齊藤秀行議員、２８番庄司充議員、２９番遠藤実

議員、３４番一條功議員から本日の会議に欠席の届け出がありました。 

  本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりです。 

                                           

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（西澤啓文議員） それでは、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第７０条の規定により、議長において１２番佐藤アヤ議員

及び１６番竹内和彦議員を指名いたします。 

                                           

     日程第２ 会期の決定 

○議長（西澤啓文議員） 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西澤啓文議員） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたし

ました。 

                                           

     日程第３ 諸般の報告 

○議長（西澤啓文議員） 次に、日程第３、諸般の報告をいたします。 

  地方自治法第２３５条の２第３項の規定による例月出納検査結果報告について、お手元
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に配付いたしておりますとおり監査委員から議長宛て提出がありました。 

  次に、去る令和元年６月１１日、栗原市議会選出の菅原勇喜議員から広域連合議会議員

を辞職したい旨の願い出がありましたので、地方自治法第１２６条の規定により、同日こ

れを許可いたしました。 

                                           

     日程第 ４   報 告 第 １ 号 平成３０年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて 

     日程第 ５   第 ８ 号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

     日程第 ６   第 ９ 号議案 会計年度任用職員の退職手当に関する条例 

     日程第 ７   第１０号議案 職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改

正する条例 

     日程第 ８   第１１号議案 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改

正する条例 

     日程第 ９   第１２号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例 

     日程第１０  第１３号議案 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部

を改正する条例 

     日程第１１  第１４号議案 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例 

     日程第１２  第１５号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

     日程第１３  第１６号議案 平成３０年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会

計決算及び後期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて 

     日程第１４  第１７号議案 令和元年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第１号） 

     日程第１５  第１８号議案 令和元年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号） 

     日程第１６  第１９号議案 宮城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任

の同意を求めることについて 

     日程第１７  第２０号議案 宮城県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任の同

意を求めることについて 
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○議長（西澤啓文議員） 次に、日程第４、報告第１号、平成３０年度宮城県後期高齢者医

療広域連合後期高齢者医療特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてから、日程第

１７、第２０号議案、宮城県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任の同意を求めること

についてまで、以上１４件を一括議題とし、広域連合長から説明を求めます。 

  広域連合長。 

○広域連合長（佐藤昭） 本日ここに宮城県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開会さ

れ、提出議案を御審議いただくに当たりまして、提出議案の概要につきまして御説明を申

し上げさせていただきます。 

  提出議案の説明に入らせていただきます前に、まず、後期高齢者医療制度をめぐる動向

について若干お話をさせていただきたいと思います。 

  平成３１年３月末現在の宮城県の人口は、前年度から約９，０００人が減少となってい

る中、後期高齢者医療保険の被保険者数については、前年度から７，０００人余り増え、

約３１万２０００人となっております。少子高齢化が進行する中、今後も被保険者加入数

はさらに増え続ける見通しであり、これに伴う医療給付費の増加は避けられない状況にあ

ると考えております。 

  今年６月に閣議決定をされました『骨太の方針２０１９』におきましては、「持続的かつ

包摂的な経済成長の実現と財政健全化の達成を両立させていく」との基本認識のもと、人

生１００年時代の到来を見据え、誰もが活躍でき、安心して暮らせる社会づくりを目指す

ことといたしております。 

  具体的に申し上げますと、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できますよ

う、高齢者の活躍の場を整備するとともに、全世代型社会保障を実現するため、疾病予防

と健康づくりを強化する一方、給付と負担の見直しを含めた社会保障改革を推進していく

ことといたしております。 

  当広域連合といたしましては、こうした国の動向を注視し、関係市町村と連携・協力し

ながら、地域において適切に医療を受けられる体制の確保と健全な制度運営に努めますと

ともに、健康寿命延伸のための保健事業の充実に向けて各市町村の支援に積極的に取り組

み、被保険者の皆様が安心して生活を送られますよう尽力してまいる所存でございます。 

  続きまして、本定例会に提案を申し上げました各議案につきまして、順次御説明を申し

上げます。 

  初めに、報告第１号、平成３０年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計繰越計算書について御説明を申し上げます。 

  本年第１回定例会において、平成３０年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医
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療特別会計補正予算（第２号）補正中、第２条繰越明許費として議決をいただきました転

入通知日の確定誤りに対する過誤納等給付金支払いにつきまして、２５万円を計上したも

ののうち、年度内に完了しなかった５万６０００円を翌年度に繰り越すことについて、地

方自治法施行令第１４６条第２項により、議会に報告をさせていただくものでございま

す。 

  次に、条例案件につきまして御説明を申し上げます。 

  第８号議案から第１５号議案までの議案は、地方公務員法及び地方自治法の改正によ

り、これまでの臨時・非常勤職員制度の運用が見直され、一般職の非常勤職員として、会

計年度任用職員制度が新たに創設をされましたことから、当広域連合における会計年度任

用職員の給与等の勤務条件等を制定するものでございます。 

  その概要を議案ごとに御説明を申し上げます。 

  まず、第８号議案、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例につきましてで

ありますが、本議案は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の規定を制定させていただ

くものでございます。 

  第９号議案、会計年度任用職員の退職手当に関する条例につきまして、本議案は、会計

年度任用職員に対する退職手当の規定を制定させていただくものであります。 

  次に、第１０号議案、職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例で

あります。本議案は、職員の分限処分による会計年度任用職員の休職期間に関する規定を

本条例に追加をいたすものでございます。 

  第１１号議案、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例につきま

して、本議案は、職員の懲戒処分による会計年度任用職員の減給の効果に関する規定を本

条例に追加をいたすものでございます。 

  第１２号議案、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、本

議案は、会計年度任用職員の育児休業等に関する規定を本条例に追加をいたすものでござ

います。 

  第１３号議案、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例につ

きまして、本議案は、非常勤職員のうち、地方公務員法第２２条の２第１項第２号の会計

年度任用職員を本条例の報告の対象に追加をいたすものでございます。 

  第１４号議案、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例につきまして、本議案は、会計年度任用職員制度の導入に伴い、本条例の対

象となりますその他の非常勤の職員の任用がなくなりますことから、当該規定を削除いた

すものでございます。 
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  第１５号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、本議案

は、会計年度任用職員の給与について、本条例の対象から除くとともに、臨時または非常

勤職員の給与の規定を削除させていただくものでございます。 

  条例案の御説明は以上でございます。 

  次に、第１６号議案、平成３０年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計決算及び特

別会計決算の認定につきまして御説明を申し上げます。 

  これは、平成３０年度の一般会計及び後期高齢者医療特別会計の決算につきまして、監

査委員の意見を付して議会の認定を受けようとするものでございます。 

  初めに、一般会計でございますが、歳入では、予算額８億１７７０万９０００円に対

し、収入済額は８億１７７０万５８６６円でございます。歳出では、予算額８億１７７０

万９０００円に対し、支出済額が７億６２１万２８９２円でございます。この結果、歳入

歳出差引残額は１億１１４９万２９７４円でございました。 

  平成３０年度は、後期高齢者医療広域連合電算処理システムの更新時期に当たり、一時

的な費用の増加に対しましては財政調整基金を活用させていただき、システムの移行を支

障なく実施をいたしました。これら制度運営に係る事務経費のほか、各市町村から事務局

へ派遣をいただいている職員の人件費に係る費用を負担いたしております。 

  次に、後期高齢者医療特別会計でございますが、歳入では、予算額２５８８億３４５１

万４０００円に対し、収入済額は２５８９億６７５９万４３９９円でございます。歳出では、

予算額２５８８億３４５１万４０００円に対し、支出済額は２４９４億７６０８万２１６７

円でございます。この結果、歳入歳出差引残額は９４億９１５１万２２３２円でございま

した。 

  このうち、保険給付費は、前年度に比べ１．３％増の２３６７億９２１３万２４０８円

となっております。 

  次に、第１７号議案、令和元年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

１号）につきまして御説明を申し上げます。 

  この予算は、平成３０年度の決算におきまして繰越金が生じたため、令和元年度の財政

調整基金への積み立てを行うため所要額の補正を行うもので、予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１億１１４９万２０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を７億８９６２万３０００

円といたすものでございます。 

  次に、第１８号議案、令和元年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）について御説明を申し上げます。 

  この予算は、保険料均等割の軽減特例見直しに係る周知に関する費用及び決算に伴う繰
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越金を後期高齢者医療給付費準備基金へ積み立てるとともに、国庫支出金などの精算に伴

う償還金の財源として準備基金からの繰り入れを行うための所要額の補正を行うもので、

予算の総額に歳入歳出それぞれ１５５億３１８２万８０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を２６５２億２５６８万６０００円といたすものでございます。 

  次に、第１９号議案、宮城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の同意を求め

ることについての御説明を申し上げます。 

  現在、副広域連合長である蔵王町長の村上英人氏が、令和元年８月３１日をもってその

職を退任したい旨の申し出がございましたので、その後任といたしまして、南三陸町長の

佐藤仁氏を選任することにつきまして、宮城県後期高齢者医療広域連合規約第１２条第４

項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

  次に、第２０号議案、宮城県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任の同意を求めるこ

とについての御説明を申し上げます。 

  現在、識見監査委員をいたしております及川宜成監査委員が、令和元年８月１０日をも

って任期満了となりますことから、宮城県後期高齢者医療広域連合規約第１６条第２項の

規定により、土井一朗氏の選任につきまして、議会の同意を求めるものでございます。 

  以上、提出議案の概要につきまして御説明を申し上げましたが、何とぞ慎重に御審議を

賜り、御賛同いただきますようお願いを申し上げます。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。（「議長」の声あり） 

○議長（西澤啓文議員） 日下議員。 

○２５番（日下七郎議員） ちょっと議長が出席確認の折に、３１名出席しているというこ

とで、その後４名の欠席者の名前を付しましたね。（「はい」の声あり）それで、欠員が１

名でございますから、現在、出席が３０人じゃないでしょうか。 

○議長（西澤啓文議員） わかりました。その件につきましては、事務局から説明をいたさ

せます。 

○議会事務局長（渡辺一晃） 御指摘のとおりです。大変申しわけありません。出席の数を

誤ってお伝えしたものでございます。ただいま白石市の議員が欠員になっておりますこと

から、ただいま議場には３０名の出席ということでございます。 

○議長（西澤啓文議員） 御指摘ありがとうございました。「３０名」に御訂正をお願い申し

上げたいと存じます。よろしくお願いを申し上げます。欠席４名ということです。はい、

どうぞ、日下議員。 

○２５番（日下七郎議員） 連合長の提案の令和元年度宮城県後期高齢者医療広域連合の一

般会計補正予算（第１号）に関して、議案書の第１条の２項に触れなかったんですか。 
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  それと、次の第１８号議案も、第１条の２項について、第１表歳入歳出補正によるとい

う、こういうことが抜けたんじゃないかというふうに思いますけれども、どうなんでしょ

うか。これでよろしいんでしょうか。 

○議長（西澤啓文議員） 少々お待ちください。それでは、事務局から御説明いたさせま

す。 

○事務局長（熊谷徹） 御説明をさせていただきます。 

  議員の御指摘につきましては、第１７号議案の第２項の部分の御説明がなかったのでは

ないかというお話と、第１８号議案につきましても同じような御指摘だったかというふう

に思っております。これにつきましては、今までもそうでございますけれども、歳入歳出

の増減予算の部分につきまして、議案説明におきましては御説明をさせていただいたとい

うような状況でございまして、こちらのほうの表１の部分についての御説明は省かせてい

ただいたというような状況でございました。今までそういった取り扱いをしてございまし

たので、今回もそのような形での御説明内容とさせていただいたところでございます。 

○議長（西澤啓文議員） よろしいですか。（「予算上、提案しているやつは、やはり明確に

すべきじゃないですか」の声あり） 

○事務局長（熊谷徹） 重ねての御質問でございます。 

  御指摘の中身ではございますけれども、今回も含めましてですが、今まで歳入歳出予算

の補正の御説明をさせていただいた際には、その補正内容、こちらのほうの御説明でもっ

て進めさせていただいたところでございますので、御了解いただきたいというふうに思い

ます。 

○議長（西澤啓文議員） よろしいでしょうか。 

  それでは、議事を進めさせていただきます。 

  続いて、第１６号議案について、監査委員から決算審査の結果について報告を求めま

す。及川監査委員。 

○監査委員（及川宜成） 監査委員の及川でございます。 

  平成３０年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計及び特別会計歳入歳出決算につい

て、審査の結果を御報告いたします。 

  さきに広域連合長に提出しております平成３０年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般

会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書の１ページをご覧願います。 

  審査に当たりましては、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、６月１０日付で

広域連合長から審査に付された平成３０年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計・特

別会計歳入歳出決算について、その決算書等が関係法令に準拠して調製されているかを確
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認し、それらの計数を会計管理者所管の諸帳票及び各課から提出された決算資料等と照合

するとともに、担当課長から説明を聴取し、さらに例月出納検査の結果を踏まえて実施い

たしました。また、あわせて、予算執行の適否等について審査を実施いたしました。 

  第４の審査の結果でありますが、審査に付された一般会計・特別会計歳入歳出決算書及

び附属書類は、いずれも関係法令に準拠して調製されており、それらの計数は関係諸帳簿

と符合し正確であり、予算執行状況についても適正であると認めました。 

  続きまして、決算の概要について申し上げます。 

  １の決算の総括についてであります。一般会計及び特別会計の歳入総額は２５９７億

８５３０万２６５円、歳出総額は２５０１億８２２９万５０５９円となっております。 

  次に、２ページをご覧願います。 

  ２の一般会計についてでありますが、歳入は８億１７７０万５８６６円で、前年度と比

較すると７．４５％の増、歳出は７億６２１万２８９２円で０．０５％の減となっており

ます。 

  歳入の主なものは、広域連合規約第１７条第１項第１号の規定に基づく市町村負担金と

なっております。 

  また、歳出の主なものは、職員人件費に係る負担金等、広域連合の運営及び管理に関す

る経費、並びに後期高齢者医療制度に係る事務の経費としての特別会計への繰出金となっ

ております。 

  一般会計決算収支状況についてでありますが、２ページの第２表に示しているとおり、

歳入歳出差引額は１億１１４９万２９７４円となり、翌年度へ繰り越すべき財源はありま

せんので、実質収支は歳入歳出差引額と同額となっております。款別の歳入歳出決算状況

及び決算額の構成比につきましては、２ページの第３表及び４ページの第５表に示してい

るとおりとなっております。 

  次に、５ページをご覧願います。 

  ３の特別会計についてでありますが、歳入は２５８９億６７５９万４３９９円で、前年度

と比較すると０．１０％の増、歳出は２４９４億７６０８万２１６７円で０．８５％の減とな

っております。 

  歳入の主なものは、支払基金交付金、国庫支出金、県支出金及び被保険者の保険料を含

む市町村支出金となっております。 

  また、歳出の主なものは、保険給付に係る経費や健康診査の実施に係る経費、後期高齢

者医療給付費準備基金への積み立てとなっております。 

  特別会計の不納欠損額は２０２万６５９３円で、収入未済額は３０４万８９１８円となって
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おります。この内訳は、いずれも第１０款の諸収入・雑入の返納金であり、前年度と比較

し不納欠損額は７１．３３％の減、収入未済額は２８．４５％の減となっております。 

  収入未済については、徴収対策の強化により前年度より未済額が縮減されるなど、努力

が見られますが、財政の健全運営及び負担の公平性確保の観点から、引き続き未収金発生

の未然防止と早期回収の適切な措置を講じて、収入未済額の縮減に努められるよう望むも

のであります。 

  特別会計決算収支状況につきましては、第６表に示しているとおり、歳入歳出差引額は

９４億９１５１万２２３２円となり、翌年度へ繰り越すべき財源として明許繰越額５万

６０００円を計上しており、実質収支は９４億９１４５万６２３２円となっております。

款別の歳入歳出決算状況及び決算額の構成比につきましては、６ページの第７表及び７ペ

ージの第８表に示しているとおりとなっております。 

  次に、８ページをご覧願います。 

  ４の財産の状況についてでありますが、決算年度において取得した公有財産及び債権は

なく、また、取得価格１００万円以上の物品は、前年度末においては２点でありました

が、決算年度中に１点を除却処分しており、決算年度末現在は１点となっております。基

金につきましては、第１０表、基金の種類別増減高及び決算年度末現在高に示していると

おりとなっております。 

  ９ページの結びに述べておりますが、当年度は、一部の事務において不適切な事務処理

があり、広域連合はその内容について公表しております。後期高齢者医療制度の安定的運

営を担う広域連合として、構成市町村と充分な連携を図り、改善策、再発防止策を着実に

実施していくことはもとより、不適切処理のないよう不断の努力を望むものであります。 

  近年、医療費を初めとする社会保障費の増大に伴い、さまざまな社会保障改革が進めら

れております。広域連合においては、社会保障改革など国の動向へ適切に対応し、被保険

者が安心して医療を受けることができるよう、医療制度の安定的かつ確実な運営に全力で

取り組まれるとともに、今後も引き続き構成市町村及び関係機関と緊密な連携を図り、保

険料の収納率の向上や各種保健事業への取り組みなどに尽力され、公正かつ適正な事業運

営に一層努力されることを望むものであります。 

  以上を申し上げまして、平成３０年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計・特別会

計歳入歳出決算の審査結果についての御報告といたします。 

○議長（西澤啓文議員） これより質疑に入ります。 

  質疑通告者は５名であります。 

  申し合わせにより、質疑回数は３回までといたします。また、各グループにおける配分
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時間を考慮の上、これを超過しないよう御協力をお願いいたします。 

  なお、質疑の際は質疑箇所のページをお示し願います。 

  通告順に発言を許します。 

  議題のうち第８号議案について通告がありますので、発言を許します。 

  １２番佐藤アヤ議員。 

○１２番（佐藤アヤ議員） １２番佐藤アヤです。私は、第８号議案、会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例について質疑いたします。 

  ページ数が３ページになっております。 

  現在、後期高齢者医療広域連合では、臨時職員や非常勤嘱託職員を配置しております。

来年４月１日以降は会計年度職員制度が導入されますが、このことによって勤務時間や職

務内容についてどのように想定していますでしょうか。また、後期高齢者医療広域連合で

は、本年度から保健師が配置されておりますが、来年度以降はどのように任用されるの

か、お伺いいたします。 

○議長（西澤啓文議員） 広域連合長。 

○広域連合長（佐藤昭） ただいまの佐藤アヤ議員の質疑につきましては、事務局から御答

弁をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（西澤啓文議員） 総務課長。 

○総務課長（山口香織） 佐藤アヤ議員の質疑にお答えいたします。 

  初めに、現在任用している非常勤職員の会計年度任用職員への移行についてお答えいた

します。 

  今年度、当広域連合では、非常勤職員として保健師１名、事務補助職員５名を任用して

おります。地方公務員法の改正により、これらの非常勤職員は現在の形での任用ができな

くなることから、令和２年度から会計年度任用職員へ移行することとなります。 

  会計年度任用職員の人員については、条例制定後、来年度の業務量と予算の検討の中で

詳細を決めてまいりますが、現段階では現状と同程度の職員を任用する予定としておりま

す。 

  次に、勤務時間及び職務内容についてお答えします。 

  保健師については、現在と同じ１日６時間、週４日のパートタイムでの任用、事務補助

職員については、現在、１日７時間４５分のところ、事務量を見直して１日７時間、週５

日のパートタイムでの任用を予定しております。 

  職務内容につきましては、今年度と同様と考えており、保健師は、保健事業の推進のた

め医療費や健診結果の分析を行い、保健事業の企画立案をするとともに、市町村や関係機
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関との連携・調整等を担当いたします。事務補助職員については、電話応対や申請書の一

次チェック、入力データ読み合わせ等を行います。 

  次に、再度の任用についてお答えいたします。 

  会計年度任用職員の任期につきましては、制度上、１会計年度以内に限られ、会計年度

ごとにその職の必要性が吟味されるものであることから、更新という形態はとられないも

のとなっております。そのため、職の必要性を吟味し、翌年度も同一の職が必要と判断さ

れた場合でも、新たに設置された職として位置づけられ、改めて募集の手続がなされるこ

ととなります。ただし、そのような手続を経た上で、同一人を再度任用することについて

妨げるものではございませんので、募集の際に同一人からの応募があり、選考の上、適当

な人材であると判断された場合には、再度の任用をすることが可能となります。 

  議員の御指摘のとおり、保健事業については、事業の継続性と関係機関との連携が必要

であることから、広域連合としては、毎年度事業ごとに会計年度任用職員の必要性を検討

した上で、必要に応じて同一人を再度任用するなど柔軟に対応してまいります。 

  私からは以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 佐藤アヤ議員。 

○１２番（佐藤アヤ議員） 平成３０年度の県内３５市町村の後期高齢者の被保険者数は、

３０万４５００人です。一番大きいところが、仙台市で１１万５０００人、小さい町は、

４４１人となっております。市町村の実情がさまざまある中で、単年度ごとに今、任用を

続けることができるという答弁をいただきましたけれども、年度ごとに保健師がかわるの

ではなく、この継続の必要性は私はすごく感じております。同じ保健師が継続して担当す

る必要があると考えます。ぜひしっかりとつないでいただきたいと思います。 

  また、市町村では、後期高齢者担当の保健師がおりますが、さらに保健維持増進事業な

どの保健事業を推進していくには、市町村の現場の保健師の声を聞くことが大事だと考え

ます。例えば、市町村との話し合いの場に保健師を同席させるなど、今後どのような連携

や支援をしていくのか、これも含めて答弁をお願いいたします。 

○議長（西澤啓文議員） 給付課長。 

○給付課長（千葉敬実） 今、御質問をいただいた保健師の市町村との連携ということにつ

いて、私のほうからお答えをさせていただきます。 

  ５月より任用いたしました保健師につきましては、現在、後期高齢者に係る医療の現状

の分析等に取り組んでおります。今後９月に実施予定の市町村保健事業担当者会議のほか

各種会議に出席するなど、市町村保健師を含む専門職職員と顔の見える関係性を構築し、

市町村の現状把握が容易になるようかかわりの機会を増やすこととしております。 
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  こうした関係を構築しながら、広域連合保健師が専門的見地から行った後期高齢者の医

療費分析や健診結果等の検証結果、医療機関受診状況等の各種情報を市町村へ提供・共有

するとともに、市町村が行う保健事業の企画立案等に対し、広域連合の保健師が積極的に

支援を行ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） よろしいですか。（「はい」の声あり） 

  議題のうち、第１６号議案、第１８号議案について通告がありますので、発言を許しま

す。 

  ２２番犬飼克子議員。 

○２２番（犬飼克子議員） 大和町の犬飼克子でございます。 

  第１６号議案と第１８号議案についての質疑をさせていただきます。 

  初めに、第１６号議案についての質疑をいたします。 

  歳入歳出決算書の３７ページ、主要な施策の成果に関する説明書３８ページです。 

  平成３０年度決算におきまして、事業の委託料は約３８１万円であり、平成２９年度に

おいても実施しておりますが、医療費分析の目的と事業の概要について伺います。 

  次に、第１８号議案について質疑をします。 

  議案関係資料の２０ページです。 

  １点目に、今年度保険料軽減特例の見直しが実施され、低所得者に対しては均等割軽減

が９割から８割となりました。消費税の増税にあわせて、介護保険料の軽減の拡充や年金

生活者支援給付金の支給とあわせて実施することが予定されていたことではありますが、

実際に保険料のお知らせが届いて驚いている被保険者もおり、被保険者には負担が大きい

ものとなっております。軽減見直しの対象者が低所得者であることから、より丁寧な説明

が求められるところですが、今回の見直しに当たり、充分な周知・広報は行ってきたの

か、市町村及び広域連合としての対応を伺います。 

  ２点目に、また、この低所得者への保険料軽減特例については、国の補塡が令和２年度

でなくなることから、来年度以降も保険料が上がることになり、被保険者としては大変心

配しているところであります。今後の低所得者への保険料の均等割軽減割合の変更の予定

と、それに伴う周知・広報をどのようにしていくのか、広域連合の対応を伺います。 

○議長（西澤啓文議員） 広域連合長。 

○広域連合長（佐藤昭） ただいま犬飼克子議員から、第１６号議案、第１８号議案につい

て御質問をいただきました。担当より御答弁をいたさせます。よろしくお願いいたします。 

○議長（西澤啓文議員） 保険料課長。 
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○保険料課長（吉田研） 犬飼克子議員の質疑にお答えします。 

  私からは、保険料軽減特例見直しに係る周知についてお答えいたします。 

  初めに、今年度の取り組みについて、今回の制度改正では、窓口でのリーフレットの配

置、ポスターの掲示並びに広報誌等への掲載を市町村で実施するとともに、広域連合では

パンフレットなどにその内容を掲載し、周知・広報を行ってまいりました。 

  また、昨年度の均等割額が９割軽減であった方約５万８０００人へ、個別にリーフレッ

トを広域連合から６月下旬に郵送し、周知するとともに、市町村では、介護保険担当部局

とも連携を図り、窓口での丁寧な説明を実施したところです。 

  ７月の保険料決定通知書を発送した際には、市町村並びに広域連合への問い合わせ件数

なども例年と変わらない状況であったことから、一定程度効果のある周知・広報はできた

ものというふうに考えております。 

  次に、令和２年度以降に予定されています保険料軽減割額の見直しの内容とその周知に

ついてお答えいたします。 

  低所得者に対する保険料均等割額の軽減割合は、平成３０年度の９割軽減が令和元年度

は８割軽減、令和２年度以降は制度本来の７割軽減となります。また、平成３０年度の８．５

割軽減は、１年間国からの補塡が実施されることにより、令和元年度も８．５割の軽減が維

持されますが、令和２年度は７．７５割軽減、令和３年度以降は制度本来の７割軽減とな

ります。 

  次年度以降の改正点に係る周知・広報についても、今年度の取り組みについて検証する

とともに、市町村と連携しながら効果的かつ丁寧な周知・広報を進めたいと考えておりま

す。 

  私からは以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 給付課長。 

○給付課長（千葉敬実） 続きまして、私のほうからは、医療費分析の目的と事業概要につ

いてお答えいたします。 

  初めに、医療費分析を行っている目的についてですが、広域連合は、高確法に基づく保

健事業の実施等に関する指針におきまして、健康・医療情報等を活用し、ＰＤＣＡサイク

ルに沿った効果的かつ効率的な保健事業を実施するため、データヘルス計画を策定し、保

健事業の実施及び評価を行うこととされております。 

  医療費分析はデータヘルス計画の策定や、疾病の動向や患者の医療行動を把握すること

で、効果的な保健事業の実施に資することを目的とし、平成２９年度より毎年実施してお

ります。 
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  次に、医療費分析の事業概要についてですが、医療費分析は、広域連合が所有する１年

間のレセプトデータから各種分析を行うもので、分析内容としましては、基礎的統計のほ

か、ジェネリック医薬品普及率、人工透析及び糖尿病に関する分析など、個々の保健事業

に展開することを目的としたものまで、多岐にわたっております。 

  分析の概要ですが、１カ月当たりの医療費は、平成３０年度分析では約１９０億５４００

万円で、前年度より４．２％伸びております。その内訳としては、患者数の増として２．０％、

１人当たり医療費の伸びが２．２％になっており、患者数の増加以上に医療費の高度化や

疾病の重症化が進んでいると言えます。 

  このような分析結果につきましては、市町村の保健事業に活用いただけますよう、市町

村ごとに結果をまとめ、提供しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 犬飼克子議員。 

○２２番（犬飼克子議員） 第１８号議案については、理解をいたしました。 

  医療費分析について再質問をさせていただきます。 

  分析結果について、保健事業にどのように活用され、また、どのような成果があるのか、

伺います。また、今年度も予算が計上されておりますが、毎年実施する必要性についても

伺います。 

○議長（西澤啓文議員） 給付課長。 

○給付課長（千葉敬実） お答えいたします。 

  初めに、分析結果については、各種保健事業の計画・立案に活用されております。一例

としましては、今年度から実施している健康啓発等訪問指導事業の計画・立案に際し、医

療費分析結果から同一月に同系医薬品の処方が複数の医療機関からある重複服薬者や重複

受診者、頻回受診者を把握し、訪問時の聞き取り内容や口頭指導の方法等の検討に活用し

ております。 

  また、先ほども御答弁いたしましたとおり、市町村保健事業の計画・立案にも生かされ

ますよう、分析結果を市町村に提供しております。 

  成果につきましては、保健事業の効果があらわれるには一定の時間を要するものではあ

りますが、ジェネリック医薬品の普及率で言えば、各種取り組みの結果、平成２９年度に

７０％を超え、平成３０年度には前年度に比べ５．６％上昇し、年度目標値の７５％に到

達しております。 

  次に、医療費分析を毎年実施する必要性についてお答えいたします。 

  保健事業を効果的かつ効率的に実施するために、ＰＤＣＡサイクルに沿った事業運営が
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求められていることから、毎年医療費分析を実施し、数値的根拠に基づき適切に計画の改

善を行っていくとともに、複数年の分析結果を蓄積し経年分析することにより、中長期的

観点での保健事業の検討が可能となるものであることから、毎年実施しているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） よろしいですか。（「はい」の声あり） 

  次に、議題のうち、第１６号議案、第１７号議案、第１８号議案について通告がありま

すので、発言を許します。 

  ２番村上進議員。 

○２番（村上進議員） 県北の会、２番村上進です。 

  最初に、第１６号議案について、歳入歳出決算書の９ページから１０ページ及び３６ペ

ージから３７ページの４款の保健事業費の不用額について伺います。 

  これらの事業は、どれも健康寿命延伸の重要な事業でありますので、その次の３点につ

いて、不用額の主な理由を伺います。 

  １、４款１項１目の保健審査費についてであります。 

  ２として、４款２項２目その他健康保持増進費１３節委託料についてです。 

  ３として、同じく１９節後期高齢者医療制度特別対策事業費補助金について。 

  ２番目としては、第１６号議案について、決算書の３８ページから３９ページの歳出合

計の補正予算額と不用額の比較についてでありますが、補正額の約８割が不用額となって

おりますので、その補正計上のあり方を伺います。 

  また、決算書の３６ページから３７ページ、主要な施策の成果の３８ページの４款１項

２目医療費分析業務委託料についてであります。 

  委託料の前年度比の増減と軽減分析での中長期的な保健分析事業計画の見通しを伺いま

す。 

  ３番目に、第１７号議案及び第１８号議案の基金積立金への計上についてであります

が、令和元年度一般会計補正予算の財政調整基金と特別会計補正予算の後期高齢者医療給

付費準備基金への積み立て後のそれぞれの残高の状況と、それをもっての今後の見通しを

伺います。 

○議長（西澤啓文議員） 広域連合長。 

○広域連合長（佐藤昭） ただいま村上議員から、第１６号議案、第１７号議案、第１８号

議案についての御質疑をいただきました。担当から御答弁をいたさせます。よろしくお願

いします。 
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○議長（西澤啓文議員） 総務課長。 

○総務課長（山口香織） 村上進議員の質疑にお答えいたします。 

  私からは、初めに、補正予算後の基金の残高の状況についてお答えいたします。 

  基金の補正予算後の残高につきましては、現時点での見込み額として、財政調整基金が

５億９９１万４０００円、給付費準備基金が６３億５２５万５０００円となっておりま

す。 

  次に、基金積立金に係る見通しについてお答えします。 

  財政調整基金については、条例で一般会計の決算剰余金の２分の１に相当する額以上の

額を積み立てることとしており、現在は前年度の決算剰余金を全て積み立てしておりま

す。当該基金につきましては、内部情報系システム、標準システムの大規模更新に係る費

用等例年にはない臨時的経費や、郵送料の年度途中での値上げなど、当初予算調整後の突

発的な事業費の増の財源として取り崩しております。 

  給付費準備基金については、条例で医療給付費その他の後期高齢者医療に要する費用に

充てなかった額に相当する額を積み立てることとなっており、前年度の特別会計の決算剰

余金全額を積み立てております。当該基金については、２年ごとの保険料率改定時に保険

料の上昇を抑えるための財源としても活用しており、保険料賦課期間の２カ年に分けて取

り崩しております。 

  次に、歳出に係る補正予算額と不用額の比較についてお答えいたします。 

  平成３０年度特別会計補正予算額は約１１６億円を計上しており、その内訳の主なもの

は、前年度決算に伴う繰越金を医療給付費準備基金への積立金とする約７１億円、前年度

の医療費の確定に伴う国、県等への償還金約４４億円などであり、これら補正予算に関し

てはほぼ執行されているところでございます。 

  平成３０年度決算で生じた不用額約９４億円につきましては、ほとんどが保険給付費で

あり、不用額８８億円となっております。保険給付費につきましては、毎月約１９７億円

を支出しておりますが、季節的要因や感染症の流行等による変動も大きいため、最終補正

予算を精査する１２月の時点では、年度末までの所要額を見込むのが難しいことに加え、

安定した医療の供給を行うという観点から、資金不足が生じないように予算措置をしてい

るところであり、結果として不用額が発生したものでございますので、御理解願います。 

  私からは以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 給付課長。 

○給付課長（千葉敬実） 私からは、保健事業費の不用額についてお答えいたします。 

  初めに、４款１項１目健康診査費については、予算額７億３２３４万３０００円に対
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し、支出額は５億８３００万円余り、不用額は１億４９００万円余りとなり、７９．６４％の

執行率となっております。 

  不用となった理由ですが、健診の受診率は、データヘルス計画の目標値２８．２％に対

し、２８．３％と目標を上回ったものの、市町村の契約した健診単価が予算の見込みを下

回ったものでございます。今後は、さらに受診勧奨を図り、受診率の向上により適正な予

算の執行となるよう努めてまいります。 

  次に、４款２項２目その他健康保持増進費の１３節委託料については、予算額４５２４

万１０００円に対し、支出額は３４００万円余り、不用額は１０００万円余りとなり、

７６．１３％の執行率となっております。 

  不用となった理由ですが、歯科健診の受診率が目標値の１４．９％を下回ったことや、

医療費通知作成業務委託での入札による請差が生じたためでございます。 

  次に、１９節後期高齢者医療制度特別対策事業費補助金については、予算額が１７００

万円に対しまして、事業実績による交付決定額は約１５００万円、不用額は２００万円余

りとなり、８７．０９％の執行率となっております。 

  不用となった理由ですが、市町村からの補助金申請総額が約１６００万円だったことか

ら予算不足を招かないよう予算額を確保しておりましたが、年度末の各市町村からの実績

報告額が減少したため、結果的に不用となったものでございます。今後は、市町村担当者

会議等で制度の説明や問題意識の共有を図るなど、市町村への積極的な情報提供等によ

り、市町村の事業実施を支援し、補助金のさらなる活用を図ってまいります。 

  次に、医療費分析事業についてお答えいたします。 

  医療費分析事業委託料につきましては、平成２９年度決算額３６５万４００円に対し、

平成３０年度決算額は３８１万５４２４円であり、１６万５０２４円の増となっておりま

す。委託契約は、指名競争入札により実施しておりますが、契約金額が増えた理由といた

しましては、被保険者が増えたことによるレセプト件数の増に加え、平成３０年度より長

期多剤服薬者に関する分析を新たに加えたことも要因となってございます。 

  次に、経年分析における中長期的保健事業計画の見通しについてお答えいたします。 

  医療費分析は、単年だけではなく複数年の積み重ねたデータを分析し、その傾向により

現在実施している各種保健事業の評価や見直しを行っていくことが重要との考えから、平

成２９年度より毎年実施しております。 

  経年分析を活用した中長期的目標達成のための保健事業計画の見通しについては、一例

として、受診行動適正化の観点から、重複受診者や重複服薬対象者データに係る経年分析

結果を用い、今年度から実施している健康啓発等訪問指導事業の計画立案の基礎資料とし
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たほか、訪問時の聞き取り内容や口頭指導の方法等の検討に活用しているところでござい

ます。今後、データの積み重ねが進むことにより、精度の高い傾向を見出すことができる

ことから、中長期を見越した保健事業計画に生かせるものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 村上進議員。 

○２番（村上進議員） 不用額については理解をしました。 

  それで、再質疑としましては、主な成果の３７ページなんですけれども、ちょっと細か

くなってしまいますが、ここに、ジェネリック医薬品のことで掲げてあります。切替率が

４２．４２％、削減効果額が約８７０万円とありますが、これは目標を立てられているの

か、それでその目標値に対してこれはどのように見ているのかを教えてください。 

  それから、同じく３９ページの市町村助成事業の考え方なんですけれども、ここに平成

３０年度実施したところの市町村が挙げてありますが、この広域連合の考え方としまし

て、助成する市町村を例えば数年間固定して助成を行い、その成果を見て分析を行うとい

うような成果を見ていくのか、または単年度ごとにその助成する市町村を変えて、広く助

成していく、そういう考えなのか、どちらか、いろいろ考え方はあるかと思いますけれど

も、その考え方を教えていただきたいと思います。 

  あと、最後、３つ目ですけれども、先ほど医療費分析事業がありました。ここでちょっ

と細かい話なんですけれども、その事業の実施内容について、ＣＯＰＤ罹患者の分析を行

ったとありますが、最近つとにＣＯＰＤの患者数が増えているということを伺っておりま

す。その該当者数とか、今後の対応はどのように考えているか。 

  あとは、４の成果の中で、令和元年度から新規事業である健康啓発等訪問指導業務を行

うということなんですけれども、これは何人ぐらいを目標にしているのかを伺いたいと思

います。 

○議長（西澤啓文議員） 給付課長。 

○給付課長（千葉敬実） 大きく４点の御質問をいただいたというふうに考えております。 

  初めに、ジェネリックの目標の達成ということなんですが、一応データヘルス計画の中

で、国のほうでも２０２０年までに８０％を目指すということを掲げられている中で、宮

城広域のほうの第２期データヘルス計画では２０２０年の８０％を目指すということで、

単年の目標値を設定しているところでございます。先ほども御説明したとおり、７５％の

平成３０年度の目標値に到達していることから、令和元年につきましては、あと５％を２

年間でという考えから、令和元年については７７．５％、令和２年、２０２０年には８０％

を目指すという施策の展開をしていくということで行っているところでございます。 
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  その次の長寿健康増進事業、数年の固定か、単年ごとの助成ということのやり方という

御質問をいただいたと思うんですが、こちらについては市町村に広域連合のほうから補助

金という形で交付するということになっていますので、まずは市町村のほうで事業を予算

化していただくということになりますので、押しかけでうちからもう何百万円やるのでや

ってくださいという形ではなくて、あくまで市町村のほうで、この交付されるような事業

の計画を立てていただいた上で、その実績額について１００％交付するということなの

で、こちらについては先ほどもお話、これまでの議会でもお話しさせていただいたんです

が、まずは市町村の御理解をいただき、先進事例等をお話しした中で、市町村の御理解を

いただく必要があるというふうに考えているところです。 

  その次のＣＯＰＤについてですが、これについては喫煙をされた方がＣＯＰＤというこ

とで慢性閉塞性肺疾患ということになってくるんですが、この人数はことしというか、最

近、宮城県でも増加しております。これについて、先ほどの医療費分析の中ですが、医療

費分析、１年前を次の年に分析しているものですから、数値としては平成２８年と平成

２９年が今出ています。ＣＯＰＤにつきましては、平成２８年に１万２８６７人、これが

平成２９年、次の年は１万３１１３人で、２４６人が増えているということで、こちらに

ついては「健康日本２１」、こちらのほうでまずはＣＯＰＤ、これを広く皆さんにお披露目

をして、とりあえず認知度を８０％に上げていきたいというのが、まず国のほうで考えら

れているという内容でございます。私たちとしては、この医療費分析をすることによっ

て、禁煙だったり、肺がん検診、これの基礎資料として今後活用していきたいというふう

に考えております。 

  最後に、訪問指導の関係なんですが、こちらについては、今、１０市町で対象を１００

人ということで、一応業者に委託している関係があるので、まずキャパを決めて、その

方々に１００人をまずは初年度の対象にテストというか、パイロットという形で１００人

から始めているという状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） よろしいですか。 

  次に、議題のうち、第１８号議案について通告がありますので、発言を許します。 

  ３１番吉田修議員。 

○３１番（吉田修議員） けやきの会の吉田修です。 

  第１８号議案、令和元年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、補正予算につい

て、当初予算は保険料軽減特例の段階的廃止を盛り込んだものを考えるが、今回の補正で

関連するものがあるのかどうか。あれば、どの項目になるのか。 
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  それから、軽減特例の段階的引き下げによる低所得者の保険料はどのように変わるの

か。 

  その中で、１として、所得の少ない方（軽減特例対象者）の状況。 

  ２として、前年度比較した保険料未納者の増減状況。 

  ３として、年金額１８万円未満となる対象者数。 

  ４として、介護保険料と後期高齢者保険料の合計額が、年金額の２分の１を超える普通

徴収対象数について。 

  ５として、保険料未納者に対する短期証発行をやめるよう改善されているのか、伺いま

す。 

○議長（西澤啓文議員） 広域連合長。 

○広域連合長（佐藤昭） ただいま吉田修議員から、保険料軽減特例に関するということで

第１８号議案について御質疑いただきましたので、担当からその内容を御説明いたさせま

す。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（西澤啓文議員） 総務課長。 

○総務課長（山口香織） 吉田修議員の質疑にお答えいたします。 

  私からは、保険料軽減特例見直しに係る補正予算についてお答えいたします。 

  議員の御指摘のとおり、保険料軽減特例見直し分に係る保険料の増収分については、令

和元年度特別会計当初予算に計上されております。 

  また、今回の補正予算では、保険料軽減特例見直しに関して影響を受ける可能性のある

被保険者に対し、個別に説明資料を送付し、制度の周知を図るための事業に係る予算を計

上いたしております。 

  具体的には、歳出において、後期高齢者医療特別会計１款１項１目一般管理費として、

周知事業に係る郵送代４１４万円、リーフレット作成業務委託料２３０万１０００円、合

わせて６４４万１０００円を計上しております。 

  歳入につきましては、２款２項２目国庫補助金として、周知事業に係る財源となる国庫

補助金分６４４万１０００円を計上しております。 

  私からは以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 保険料課長。 

○保険料課長（吉田研） 私からは、保険料に関する質疑にお答えいたします。 

  初めに、所得が少なく均等割保険料の軽減特例となる方の人数についてお答えいたしま

す。 

  今年度の確定賦課時の数値では、８割軽減の方は６万１９８７人、８．５割軽減の方は
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５万９５２１人、合計１２万１５０８人となっています。 

  次に、保険料未納者の前年度との比較についてお答えいたします。 

  繰り越しを含む全滞納者数において、平成３０年６月時点では３，８２９人、令和元年

６月時点では３，９９１人となっており、１６２人増えております。 

  次に、年金額１８万円未満の方の人数についてお答えいたします。 

  保険料の賦課に際して、広域連合が保有する課税年金のデータから抽出することとなり

ますが、現在、令和元年度の保険料賦課に伴う一部データが来ていない市町村があること

から、直近で把握できる平成３０年度保険料賦課における年金データでは、年金収入が

１８万円未満の方は、約７，４００人となっております。 

  次に、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の２分の１を超えているこ

とにより、普通徴収となっている方についてですが、広域連合では、介護保険料のデータ

を保有していないことなどから、人数については把握しておりません。 

  次に、短期証の発行をやめることについての御質問にお答えいたします。 

  短期被保険者証の発行は、保険料の滞納のある被保険者と市町村の接触の機会を確保す

るため、実施するものでございます。保険料をお支払いいただくことは、負担の公平性の

観点からも必要なことでございますので、今後とも活用してまいりたいと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 吉田修議員。 

○３１番（吉田修議員） それでは、再質疑ということで、２月８日の先の議会定例会の中

で、一般質問でけやきの会の菅原勇喜議員より、安心して誰もが受診できる医療制度にす

るため、短期証の発行はやめるべきじゃないかというような意見が出されました。短期証

の発行は、３カ月ごとの更新手続の煩わしさ、そしてまた、それをやらなければ窓口負担

が１０割負担だと。低所得者はおのずと受診を控えるようになるわけであります。よっ

て、初期治療が遠のいてしまうということになります。これに対して、広域連合の認識、

見解について改めて伺いたいと思います。 

○議長（西澤啓文議員） 広域連合長。 

○広域連合長（佐藤昭） 先ほど吉田議員の御質問の中で、短期被保険者証の発行について

の御質問に対して、担当の保険料課長のほうから御説明させていただきました。 

  同様の御答弁になるかとは思いますが、短期被保険者証の発行につきましては、保険料

の滞納のある被保険者と市町村の接触の機会を確保するため実施をさせていただいている

ものでございます。保険料をお支払いいただきますことについては、やはり負担の公平性
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の観点からも必要なことではないのかということを考えておりますので、今後とも一定程

度活用させていただきたいと考えているところでございます。よろしくお願いを申し上げ

ます。 

  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） よろしいですか。 

  次に、議題のうち、第１６号議案について通告がありますので発言を許します。 

  ７番佐藤富夫議員。 

○７番（佐藤富夫議員） ちょっと注文をつけますけれども、後のほうで一般質問が残って

いますので、端的に答えてください。時間を食わないように。 

  それでは、第１６号議案の電算システム管理運用事業、主要成果の２７ページです。 

  主要成果の後段に、「データ処理を正確かつ迅速に実行した」とあるが、平成３１年２月

１８日には、電算標準システムに障害が発生し、一部の業務が不可となっております。 

  １ 成果の表示と事実が異なることについての見解を示していただきたい。 

  ２ 障害再発防止策として、ヒューマンエラー、障害発生後の迅速な復旧対応策を示し

ていただきたい。 

  次に、意見聴取事業、主要成果の７ページ、年３回各地区９名で、計２７名を対象に意

見聴取を行っておりますが、成果として、先ほど答えられてしまいましたので割愛をする

部分がありますが、この中で、ジェネリックに関し興味を示してもらったとあるんです

が、どんな興味なのか、その中身だけで結構です。 

  それから、本制度への要望など、今後の事業の参考となる内容であったとしております

が、その内容についてお尋ねをしたい。 

○議長（西澤啓文議員） 広域連合長。 

○広域連合長（佐藤昭） ただいま佐藤富夫議員から、第１６号議案関連の御質問をいただ

きました。担当から端的に答弁をいたさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（西澤啓文議員） 総務課長。 

○総務課長（山口香織） 佐藤富夫議員の質疑にお答えいたします。 

  私からは、意見聴取事業の内容についての質疑についてお答えいたします。 

  懇談会の中で出された御意見には、実際に事業の参考にさせていただいている例もござ

います。一例を申しますと、ジェネリック医薬品を単に古い薬だと誤った認識をされてい

る方がいるという御意見を受け、当広域連合で配布しているジェネリック希望シールに、

ジェネリック医薬品の効果や安全性についてわかりやすい説明を加えたところです。ま

た、医師や薬剤師の方からの重複服薬者を捉えにくいという御意見を受け、レセプト分析
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により重複服薬等のおそれがある方を対象に個別に保健指導を行う事業を今年度より開始

いたしました。ほかにも、保険料負担の仕組みを知ることで健康の意識が高まるという御

意見や、歯科健診事業のさらなる普及が必要という御意見などは、今後事業を進める上で

工夫が必要と考えるものとなりました。 

  今後とも、関係者の皆様から広く御意見を伺いながら、効果的に事業を推進するよう努

めてまいります。 

  私からは以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 給付課長。 

○給付課長（千葉敬実） 私のほうからは、被保険者の方々が興味を示された点ということ

について、何点かお答えさせていただきます。 

  一番多かったのは、お薬手帳を複数冊お持ちになる。病院ごとに持っている。その病院

が終わるとそのまま調剤薬局に行って、そこの病院でもらっている手帳を出すということ

で、調剤薬局の薬剤師さんについては、内容がわからない。何を飲み合わせをしているか

わからないということで、お薬手帳は１冊にしたほうがいいんだよ、自分たちが飲んでい

る薬を薬剤師さんがわかりやすくしたほうがいいんだよということについて、やはりその

病院ごとのもらった手帳は、別々に病院には１冊しか持っていかないという方が多いとい

うことだったり、それに伴う多剤の問題ということで、行く薬剤師さんは、これを出せば

いいんだという内容しかわからないので、結局は多剤になってポリファーマシーにつなが

っていくということについて、薬の飲み過ぎは悪くなる、体を悪くすることなんだよ、薬

はよくするだけじゃなくて悪くすることなんだよというところについても、興味をお持ち

いただきました。 

  あとは、残薬、飲み忘れた残薬等は、調剤薬局のほうに持ち込むと無料で回収してくれ

るんだよということで、「残ったのをなじょすっぺや」ということで、自分でいつも増やし

て持っているというところが、「あ、それは薬局に行くと回収してくれるんだね」というよ

うな、やはり私たちが聞いてもそうなんだということで、やはり専門の医師、薬剤師の

方々に同席されるこの事業については、皆さん出席された方については意識を新たにされ

るということが多かったという状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 保険料課長。 

○保険料課長（吉田研） 私からは、標準システムの障害発生に係る御質問についてお答え

いたします。 

  初めに、主要な施策の成果に関する説明書において、２月１８日に障害が発生したにも
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かかわらず、「迅速に実行した」と表記されている件についてですが、当日のシステム障害

は、故障の機器の特定に時間を要しましたが、１日で復旧することができました。あわせ

て、利用者へのサービスが低下しないよう、被保険者等からの問い合わせに対しては、ほ

かの端末により確認するとともに、当日交付できなかった被保険者証等は翌日に郵送する

ことにより対応いたしました。御利用の方々には御迷惑をおかけしたものの、迅速な対応

により著しいサービスの低下には至らなかったものと考えております。 

  次に、復旧の対応策についてお答えいたします。 

  ２月１８日に発生しました障害は、機器の故障によるものでしたが、その他の場合も多

くは機器の不具合が障害につながっております。広域連合では、平成３１年３月２９日付

で各市町村に対して、障害時の機器についての初期対応マニュアルを送付し、初期の段階

での簡易的な復旧作業の手順の実施をお願いするとともに、機器のリース会社に障害発生

時の作業員の早期派遣を要請しているところです。また、あわせて、機器の不具合による

障害発生は避けられないことから、障害が発生しても、利用者へのサービスが低下しない

よう障害対応の記録を蓄積し、市町村に展開するなどして、一層の危機管理に努めてまい

りたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 佐藤富夫議員。 

○７番（佐藤富夫議員） ２問目については、次の一般質問の方もおりますので、これは取

り下げますから。一般質問でやりますから。 

  １問目ですが、いろいろお話ししましたけれども、迷惑をかけたことには変わりがない

ということですから、それで監査委員からも、この件については情報の不適切処理につい

ても触れられております。改善の再発防止のために不断の努力を望むとしておりますが、

どのように受けとめ、そして対応策の考えだけを伺いたいと思います。 

○議長（西澤啓文議員） 保険料課長。 

○保険料課長（吉田研） 監査委員から御指摘のありました件につきましては、システムの

障害ではなくて、事務処理関係についての事務処理ミスのことでありました。その点につ

きましては、市町村の担当者に対しまして説明会を開催して、事務処理の徹底をするとい

うこととともに、広域連合のほうでも随時市町村にデータを送って確認を依頼するという

ことを図っております。また、システム自体のデータ送信方法の変更につきましても、各

市町村と情報を共有しながら協議をしているところでございますので、今後ともその事務

処理ミスにつきましては、発生しないよう努力していきたいというふうに考えておりま

す。 
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  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） これにて質疑を終結いたします。 

  これより順次討論、採決を行います。 

  まず、日程第５、第８号議案から日程第１２、第１５号議案までの８件については、討

論の通告がありませんので、これより採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております第８号議案から第１５号議案までの８件については、一

括して採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西澤啓文議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第８号議案から第１５号議案までの８件を一括して採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  第８号議案から第１５号議案までの８件は原案のとおり決することに御異議ありません

か。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西澤啓文議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第８号議案から第１５号議案までの８件は原案のとおり可決いたしました。 

  次に、日程第１３、第１６号議案、平成３０年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会

計決算及び後期高齢者医療特別会計決算の認定についてに対する討論の通告がありますの

で、発言を許します。 

  ２６番戸津川晴美議員。 

○２６番（戸津川晴美議員） けやきの会、戸津川晴美でございます。 

  それでは、第１６号議案に対しまして、けやきの会を代表して反対の立場で討論をいた

します。 

  反対の理由は、ただ１点でございます。この制度創設当初からの問題であります重い保

険料の負担、この問題が今なお解決されていない点にございます。 

  普通徴収者、つまり御自分でお支払いに行く、そういう方でございますけれども、この

保険料を自分でお支払いに行かなくてはならないという、そういう状況にある人は、５万

７３９３人いらっしゃるということでございます。そのうちの７，４００人、これは約で

ございますが、先ほどの答弁でもございました年金１８万円以下で暮らす低所得者でござ

います。そういう方が７，４００人もいらっしゃる。にもかかわらず、この人たちは月額

わずか１万５０００円ですよ。その１万５０００円の中から保険料を払わなくてはならな
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い。これがこの制度の現状でございます。 

  こういう人たち、恐らく１万５０００円の年金でございますから、ほかのことを節約し

ながら一生懸命保険料をお支払いするという状況にあると思いますけれども、３，９９１

人の方が未納と報告が先ほどございました。私は、恐らくこのようなわずか１万５０００

円の月額年金で暮らす人たちの多くがこの３，９９１人の中に含まれているのではないか

と心配するものでございます。 

  しかも、先ほどから議論をされておりますけれども、県内の１５の市町におきまして

は、こういう人に対して３カ月の短期証が発行されているのです。先ほどから議論を聞い

ておりますと、いかにもそういう人たちのために短期証は発行しているというような言い

方でございますが、とんでもない誤解といいますか、認識不足ではないでしょうか。３カ

月の短期証を発行された人たちが、どのような気持ちでその３カ月を過ごされるのか。そ

のことはお考えになっているのでしょうか。 

  この場所は、後期高齢者のための医療を保障する、そういう機関でございます。その機

関でありながら、ですからといいますか、２０の他の市町村におきましては、たとえ未納

があっても短期保険証は発行してはおりません。にもかかわらず、１５の市町村でこうい

う事態がありましても、この議会としてはそれに対して何ら議論をしない。問題はないと

いう立場でございます。私たちは、ここに大きな疑問を持つものでございます。これで、

本制度の目的でございます高齢者の適切な医療の確保が図られているということが言える

のでしょうか。しかも、これからマクロ経済スライドの発動でどんどん年金は減り続ける

のです。１０月からは消費税の増税もございます。それに追い打ちをかけているのが、こ

の軽減特例の廃止でございます。これからますますこのような方が増えていく。そういう

ときに、この低所得者の方々の生活苦はもちろんですが、健康に対する不安や悲しみ、苦

しみを思うとき、とてもこの議案に賛成することはできません。 

  以上、反対討論といたします。 

○議長（西澤啓文議員） これにて討論を終結いたします。 

  これより第１６号議案について起立により採決いたします。 

  本案を原案のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議長（西澤啓文議員） 起立多数であります。 

  よって、第１６号議案は原案のとおり認定されました。 

  次に、日程第１４、第１７号議案、令和元年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第１号）、日程第１５、第１８号議案、令和元年度宮城県後期高齢者医療広域連
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合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の２件については、討論の通告がありませ

んので、これより採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております第１７号議案から第１８号議案までの２件については、

一括して採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西澤啓文議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第１７号議案から第１８号議案までの２件を一括して採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  第１７号議案から第１８号議案までの２件は原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西澤啓文議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第１７号議案から第１８号議案までの２件は原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第１６、第１９号議案、宮城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任

の同意を求めることについて、日程第１７、第２０号議案、宮城県後期高齢者医療広域連

合監査委員の選任の同意を求めることについての２件については、討論の通告がありませ

んので、これより採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております第１９号議案から第２０号議案までの２件については、

一括して採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西澤啓文議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第１９号議案から第２０号議案までの２件を一括して採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  第１９号議案から第２０号議案までの２件は原案のとおり同意することに御異議ありま

せんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西澤啓文議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、第１９号議案から第２０号議案までの２件は原案のとおり同意することに決し

ました。 
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     日程第１８  選挙管理委員及び補充員の選挙 

○議長（西澤啓文議員） 次に、日程第１８、選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選によりた

いと思いますが、これに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西澤啓文議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 

  お諮りいたします。 

  指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西澤啓文議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、議長において指名することに決しました。 

  選挙管理委員に、太田良喜氏、髙橋榮次氏、齋藤洋一氏、島田福男氏、以上４名を指名

いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議長において指名いたしました４名を選挙管理委員の当選人と定めることに御

異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西澤啓文議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました太田良喜氏、髙橋榮次氏、齋藤洋一氏、島田福男氏

が選挙管理委員に当選されました。 

  次に、選挙管理委員の補充員に、佐藤勇雄氏、橘川光男氏、岡本寛氏、宮地ふみ子氏、

以上４名を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議長において指名いたしました４名を選挙管理委員の補充員の当選人と定める

ことに御異議ありませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西澤啓文議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました佐藤勇雄氏、橘川光男氏、岡本寛氏、宮地ふみ子氏

が選挙管理委員の補充員に当選されました。 
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  なお、補充の順序については、指名の順といたします。 

  この際、暫時休憩をさせていただきます。 

  再開は２時５５分とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

       午後２時４２分  休憩 

                                           

       午後２時５５分  再開 

○議長（西澤啓文議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                           

     日程第１９ 一般質問 

○議長（西澤啓文議員） 日程第１９、一般質問を行います。 

  質問通告者は４名であります。 

  申し合わせにより、発言時間は答弁を含め１人３０分以内とし、質問回数は３回までと

いたします。また、各グループにおける配分時間を考慮の上、これを超過しないよう御協

力をお願いいたします。 

  通告順に発言を許します。２７番平間武美議員。 

○２７番（平間武美議員） けやきの会の平間武美と言います。蔵王町の議員であります。 

  今回で私も後期高齢の議員をおりたいと考えておるものでございますが、８年間やって

きまして、一般質問は最初で最後という形になろうかと思います。本来は、一般質問、余

り乗り気ではなかったんですが、実を言いますと、ことしの６月の我が町の議会におきま

して一般質問をやりました。それが、この加齢性難聴問題（補聴器の購入、補助制度）に

ついてということを一般質問でやりました。最後に、村上町長から、ぜひとも平間議員は

後期高齢の議員になっているので後期高齢のほうでも一般質問していただきたいと答弁さ

れまして、大変すばらしいアドバイスをいただきましたということで、今回このように一

般質問で取り上げた次第でございます。それでは、通告書にのっとりまして、一般質問を

させていただきます。 

  加齢性難聴問題（補聴器購入、補助制度）について。 

  去る平成３１年３月２０日、日本共産党の大門実紀史議員は、参院財政金融委員会で、

加齢によって起こる難聴に対して、補聴器購入の補助制度を創設するよう求めた。 

  高齢化に伴い、耳が聞こえにくくなって、仕事や社会生活に困る高齢の難聴者が増えて

いる。しかし、補聴器は平均価格が１５万円と高額で、片耳でも３万円から２０万円、両

耳だと４０万円から５０万円となり、高くて買えないと悲鳴が上がっている。 

  加齢性難聴は日常生活を不便にし、生活の質を落とすだけでなく、鬱や認知症の原因に
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もなることが指摘されている。欧米では、難聴を医療のカテゴリー（範疇）と捉え、補助

制度がある。日本は障害者のカテゴリーで捉えて、助成対象を絞り込んでいる。 

  宮城県の補聴器所有率は圧倒的に低く、高齢者が社会で活躍、働いていくとき、補聴器

は必需品になる。今後、どういう対応が可能か、研究、検討をすべきではないか。連合長

の見解を伺います。 

○議長（西澤啓文議員） 広域連合長。 

○広域連合長（佐藤昭） ただいま平間武美議員から、一般質問をいただきました。 

  詳細につきましては、担当のほうから御答弁を申し上げますが、連合長はという御意見

であったかと思います。実は、私は塩竈市長でありますので、塩竈市議会でもこういった

議論をさせていただき、前段お申し出いただきました障害者福祉の枠組みという形を選択

し、市町村として対応させていただいているところであります。きょうは、後期高齢者広

域連合の議会でありますので、広域連合としての見解を担当から御答弁を申し上げます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（西澤啓文議員） 事務局長。 

○事務局長（熊谷徹） 平間武美議員の一般質問にお答えをいたします。 

  難聴の方に対する補聴器の補助につきましては、ただいま連合長のほうでもお話ござい

ましたけれども、市町村で対応してございます。障害者総合支援法における補装具費支給

制度において、高度・重度難聴で障害者手帳を交付されている方を対象に、市町村におい

て購入する際の費用、こちらの一部を支給しているという状況でございます。 

  補聴器や車椅子、義足等の補装具につきましては、障害者の身体機能を補完するための

ものとして、障害者福祉の枠組みの中で支援対象としているものでございまして、治療の

ための医療の給付を目的といたします医療保険制度にはなじまないものとして、広域連合

の給付対象とはなってございません。 

  一方で、議員御指摘のとおり、加齢による難聴は、鬱症状や認知症等の疾病の原因につ

ながる可能性があるとも言われておりまして、国におきましては、平成３０年度から日本

医療研究開発機構において、補聴器を用いた聴覚障害の補正による認知機能低下予防の効

果を検証するための研究を行っているというふうに伺っております。これらの検証を経た

上で、今後、補聴器の公的支援制度等については、国において議論されていくものという

ふうに考えております。広域連合といたしましては、こうした国の動向を注視し、保険者

として適切に対応してまいりたいというふうに存じます。 

  私からは以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 平間議員。 
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○２７番（平間武美議員） 大方そういう答弁が返ってくると思っておりました。といいま

すのは、やはりこういうことというのは国が率先してやらない限りは、なかなか広域連合

であり、地方の市町村が動けない。動いているところもあります、もちろん。ですが、ど

うしても国がこういうのは率先してやらなきゃいけないんだけれども、後手後手に回って

いるというのが、今の日本の現状であろうかと思います。 

  それで、先ほど答弁にもありましたけれども、要するに耳が聞こえなくなるというの

は、会話ができなくなる。もちろん皆さんもわかると思うんですが、私の身近でも、普通

に話しているのに、右の耳でしか聞こえない。左がまるきり聞こえない人がいます。もう

七十四、五歳。そういう方をたくさん私、最近見かけるようになりました。我が町議会で

もいます。補聴器つけている議員が２人ぐらいいます。 

  そういうのを考えると、コミュニケーションがとれないということは、社会生活ができ

なくなる。どうしても引きこもる。外に出ていって、お年寄り同士の交流を深めるという

こともできない。家にいて引きこもっちゃう。ますます運動不足、健康にも悪い。そし

て、体もだんだん弱っていく。 

  ですから、この耳の問題というのは、非常に今後の日本といいますか、我々国民にとっ

ては大事な問題になってくる。まして高齢化社会です。我が蔵王町の例を言いますと、

６５歳以上の高齢者は３４．８％を超えました。約３５％です。まさに高齢化じゃなく

て、高齢社会です。生まれる子供はどんどん減っている。少子化、高齢化、こういう状況

の中で、国は、高齢者はもっともっと働いて、年金を７０歳からもらうようにしようみた

いな案も出ています。確かに健康な方はどんどん７０歳まで、７０過ぎても働いている。

結構だと思います。そのためにも、こういった難聴の方に対する支援、これはすべきであ

る。 

  一例ですが、では日本の難聴者って幾らいるのか。何人いるのか。ちょっと調べました

ので、皆さんに御報告します。日本の人口、約１億２０００万人おりますが、そのうち難聴

者と言われる方、これ、日本補聴器工業会調べというのがあるんですけれども、１４３０万人

いるそうです。日本に難聴と言われる方、１４３０万人。そして、実際、では補聴器をつ

けているのは何人いるのか。１４．４％らしいです。２１０万人だけ。１４３０万人中、

２１０万人しか補聴器をつけていない。ほかの方は、耳が聞こえなくても何とか生活をし

ているかと思うと、そうではないんですね。本当に不自由している。 

  やはりここには問題があるんですね。さっきから言っています経済的な問題、これが一

つと、補聴器というのは、その人、その人の耳によって微妙に音域が違うらしいんです

ね。人の声とかいろいろな音がありますけれども、音域が高いのもあれば、低いのもあ
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る。ですから、微妙に皆さん違う、捉え方が。そこで、専門家といいますか、お医者さん

では、微調整をしなきゃいけない。微調整をするには３０万円以上の補聴器じゃないとな

かなか難しい。安い２万円、３万円の補聴器では雑音ばかり入ってだめだと、こう言われ

てます。ですから、一人一人の耳を微調整によってやるには、３０万円以上かかっちゃ

う。やはり経済的な問題であると。だからこそ、単なる一市町村だけではなくて、県がし

なきゃ、国がやらなきゃいけない。 

  我々宮城県のこの３５市町村の議員の皆さん、きょう３０名いらしていますけれども、

やはりこれは各市町村で私と同じように一般質問で取り上げるべきだと。それをすべきだ

と私は考えています。それは、大門実紀史氏、日本共産党の参議院議員の大門実紀史さん

も、今後どんどんこういう話題といいますか、話が各市町村でふえてくるだろうと言って

います。だからこそ、今回この機会を利用して広域連合議会で私も取り上げたと、こうい

う次第であります。 

  現行はこうだから、これでいいというのでは、一歩も前に進みません。先ほどの課長さ

んでしたか、答弁によりますと。こういう現状だから致し方ないんだというのではだめな

のでね。皆さんが声を上げていかなきゃだめ。その点に関しましては、課長さんどうお考

えでしょうか。 

○議長（西澤啓文議員） 事務局長。 

○事務局長（熊谷徹） 再質問にお答えをいたしたいと思います。 

  議員御指摘の問題点につきましては、私どもとしても十分理解するところではございま

すが、大変申しわけないことではございますが、この後期高齢者医療広域連合は医療保険

を運営するという立場にございます。そして、議員御指摘の部分については、いわゆる難

聴者、加齢性難聴を抱えている方の生活改善ということになろうかと存じます。あくまで

も生活改善というところに関しましては、治療のための医療の給付を担う当広域連合のほ

うで御対応するというのは難しい状況であります。 

  そういったことも含めまして、先ほど御答弁申し上げましたが、国のほうで今、研究、

検証作業を行ってございますので、その動向等を注視してまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

  以上です。 

○議長（西澤啓文議員） 平間武美議員。 

○２７番（平間武美議員） どうしてもそこまでしか答弁できないのかなと思います。だけ

れども、こういう問題は、先ほども答弁ありましたけれども、医療の問題として取り上げ

ていかなきゃいけない。そうすると、保険証が使える。後期高齢になって、この耳の問題
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で補聴器を買うとき、医療費の保障があれば助かるわけですよね。後期高齢者医療広域連

合としても、医療の分野として持っていっていただくと。最終的には厚生労働省、そちら

の管轄で国のほうだという形になるんでしょうが、やはり誰かが声を上げていかないと、

こういう問題は解決はしない。 

  最後といいますか、では日本で自治体でどのくらいのどういうところがこういう補聴器

購入制度をとっているか、ちょっと調べてきましたので、皆さんに御報告をします。軽・

中程度高齢者への補聴器交付自治体、これ６５歳以上実施しているのは、千葉県の船橋

市、浦安市、それから、茨城県の古河市、東京都の江東区、江戸川区、葛飾区、中央区、

それから、福岡県の粕屋町。７０歳以上、北海道の北見市では、４０デシベル以上の方に

自治体として補助しております。それから、東京都の新宿区、大田区、愛知県北名古屋

市。９０歳以上になると、愛知県の小牧市。あと、お隣の岩手県の大船渡市は５０デシベ

ル以上、福岡県の田川市も５０デシベル以上。 

  こういうようにいろいろな自治体がやっている。だけれども、自治体に任せるだけでは

だめですね、やはり。先ほどからデシベルというのを……。 

○議長（西澤啓文議員） 発言中でございますが、お話をお聞きをしておりますと、後期高

齢者のこの議会の議論に申しわけございませんがなじまない方向に今、発言の趣旨が至っ

ております。したがいまして、この件につきましては早々にこの御質問のほうを終わらせ

ていただくようにお願いしたいと思います。 

○２７番（平間武美議員） いや、広い意味ではなじんでいますよ。国全体の国民の問題で

すからね。そして、各自治体がつくっている後期高齢者医療広域連合ですから、もっと広

い心でこの問題を取り上げていかないと、誰も声を出しませんよ。私はそういう意味か

ら、この問題を捉えている、こういう次第であります。 

  最後に一つだけ皆さんに教えます。デシベルといいますのは、４０センチ以上四方、自

分から見たら、音が聞こえないのをこの４０センチ以降のことを７０デシベル、これ以上

を本当に耳が聞こえない。ＷＨＯ、世界保健機構は、４０デシベル以上の人は補聴器つけ

るべきだと推奨しているわけです。こういうこともありますので、広い意味でまず議長さ

ん、捉えていただきたい。 

  最後に質問を、質問というか、いいわ、これで質問を終わります。 

○議長（西澤啓文議員） 次に、１８番渡邉淳議員。 

○１８番（渡邉淳議員） 渡邉淳です。 

  私からは、通告書どおり、後期高齢者医療に関する条例について３点伺うものです。 

  本条例、こちらの後期高齢の条例の第５条からの所得割率というものを、所得に乗じて
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切り上げるというのは非常に不合理な結果を招くおそれがあるので、改定すべきではない

かと。一応、公金のそういう端数計算の法律というものがございまして、基本的には切り

捨てるというのが現状でございます。本条例についても、第４条には確かに切り捨てとい

うことで、最後には切り捨ての文言が入っております。ですが、この最後はそうなんです

が、文脈脈絡からして、切り上げるという文言がついて、最後のほうに細かい切り捨て、

切り捨てというのが最初に来て、切り上げ、切り上げということで条例化の文脈になって

おりますので、これを改定すべきではないかということで、今回の質問をさせていただき

ます。連合長の考え方を伺うものでございます。 

  ２点目ですね。２点目は、保険料の構成を理解させるということで、健康保持とその増

進、心身機能低下防止というのを若年層から考えていただけると思うと、その理解がきち

んとできればですね。保険料の算定方法をわかりやすく明示して、保健事業の重要性をさ

らに理解しやすいようにいろいろＰＲをされたらどうかというのが２点目の質問でござい

ます。 

  こちらのパンフレット、広域連合のパンフレットの中にも確かに公費５０％の支援金で

若い世代が４０％、それから保険料があってということで説明はされております。ですか

ら、これは取り方の仕組みということでございますので、要はボリューム・ディスカウン

トという言葉があると思いますが、その真逆で、ボリュームをなるべく小さくするという

のが本来のこの広域連合のいろいろな事業の成果になると思いますが、この真逆のボリュ

ームを小さくすれば、支援金も削減する可能性が高いということで、そのような理解の仕

方を実際の金額を入れて表現すれば、なお理解しやすいのではないのかということで、２

点目を挙げさせていただきます。 

  それから、３点目ですが、一時所得がある場合は、翌々年度前半まで仮徴収をされる

と。年金から高額な控除が課せられると負担が大きく感じる。仮徴収なんですが、負担が

大きくなると。この平準化に向けてどの程度広域連合のほうで対応できるのかというとこ

ろを伺うものでございます。確かに一時所得、土地を売買したり何だりして、その年は上

がります。それは多分理解されると思うんですが、２年目、３年目までというのは、この

平準化を可能にできないのかということが、高齢者の方の年金から突然予期しないという

か、そんなのは予期してほしいんでしょうけれども、何で取られるか、翌々年まで、とい

うようなのが感じられるものでございますので、この辺の平準化を本来ならば市町村で対

応するんでしょうけれども、連合のほうとしての関与をどの程度見ているのかなというふ

うに伺うものでございます。 

  以上、３点でございます。 
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○議長（西澤啓文議員） 広域連合長。 

○広域連合長（佐藤昭） 渡邉議員から、一般質問３点頂戴いたしました。 

  初めに、所得割額でありますが、１円未満切り上げとなっているということであります

が、これは切り捨てにすべきではないかという御質問でありました。 

  保険料の算定に当たりましては、保険料収納所要額を割り戻して所得割率及び均等割額

を計算させていただいております。広域連合としては、この所要額が確保されることを優

先し、確実に収納していただきますよう、１円未満の端数が生じた場合、切り上げ処理を

するということに今まではさせていただいております。 

  制度開始時においては、このような理由によりまして切り上げ処理とさせていただいて

おりますが、今回、こういった御質問をいただくに当たりまして、全国各地の事例等につ

いても照会をさせていただいたところであります。切り上げ、切り捨て、両方あるようで

ありますし、若干切り捨てのほうが多いという現状を考えますと、今回の議員の御意見等

も踏まえまして、まずは当該処理に係る影響等の実態把握、検証を行ってまいりたいとい

うふうに考えております。 

  ２点目であります。保険料に関する啓発についてでありました。 

  議員のほうからは、逆に正確な情報を出すことによって、負担軽減といったようなこと

にもつながるのではないのかという御質問であったかと思います。 

  御案内のとおり、政令で定められました後期高齢者負担率を乗じて算定をされるとい

う仕組みになっているわけであります。なおかつ、後期高齢者負担率については、２年

ごとに見直されているということでありますが、平成３０年度及び令和元年度の負担率

は１１．１８％となっております。御質問いただきましたように、医療給付費の総額が例

えば減少するということになりますと、今申し上げましたように減額したものに１１．１８

掛けるわけでありますので、当然のことながら、次の見直しのときにはということも検討

できると思います。 

  我々も、このような後期高齢者医療広域連合の仕組みについては、さまざまな機会に

ＰＲ、広報活動をさせていただいているところではございますが、なお、これからまた、

そういった７５歳以上になられる方々も出てまいりますので、そういった方々にこのよう

な仕組みについて、なお啓発活動を行ってまいりたいというふうに考えております。 

  なお、３点目の平準化につきましては、担当から御答弁いたさせます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（西澤啓文議員） 保険料課長。 

○保険料課長（吉田研） 私からは、保険料徴収に係る平準化についてお答えいたします。 
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  一時的に所得が大きくなった場合、翌年度以降、保険料を年金から天引きする仮徴収に

影響が及び、前半３期分と後半３期分の金額が大きく異なることがあります。このような

場合、市町村によっては、年金からの控除額が極端に変動しないようあらかじめ調整した

り、個別に相談に応じて対応しているところもございます。 

  ただ、保険料の徴収につきましては、市町村の事務であり、広域連合による統一的な対

応が難しい状況でありますことを御理解願います。 

  私からは以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 渡邉淳議員。 

○１８番（渡邉淳議員） １問目は結構でございます。 

  ２問目なんですが、先ほどちょっと言い忘れましたけれども、これは病院に行かないよ

うにするものではないというのを含めて、そういうふうな啓発をされていっていただけれ

ば結構だと思います。 

  それから、３点目なんですが、やはり市町村によってばらつきがあるというのは、やは

りこれはちょっと問題ではないかと思いますので、なるべくこちらの広域連合の力という

ものを少し出していただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） よろしいですか。答弁はよろしいですか。（「はい」の声あり） 

  次に、３３番眞幡善次議員。 

○３３番（眞幡善次議員） 川崎町の眞幡善次です。グループさくらを代表して質問させて

いただきます。 

  現在、宮城県後期高齢者医療広域連合会計の一般会計と特別会計を合わせると、約

２５０４億円もの予算が組まれております。今後、団塊の世代が後期高齢者の対象になれ

ば、後期高齢者医療費のさらなる負担増が見込まれます。被保険者が安心して医療を受け

ることができるための予算ですから最も大切ですが、病気にかからない健康な体、すなわ

ち健康寿命を延ばすための予算を確保することも必要ではないでしょうか。 

  現在、市町村助成事業という名目で２０００万円の予算が組まれておりますが、予算額

も少なく、条件等いろいろなしがらみも多く、利用できないと聞き及んでおります。各市

町村においては、限られた予算をやりくりしながら高齢者の健康寿命を延ばすための事業

をしておりますが、細部まで行き届いていないのが現状です。 

  日本の礎を築いてくれた高齢者に対し、いつまでも元気で健康な生活が送れるよう、後

期高齢者医療広域連合議会としてもそれなりの予算を組み、高齢者の健康寿命を延ばすた

めの補助金を拡充すべきだと思いますが、どのように考えているか、伺います。 
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○議長（西澤啓文議員） 広域連合長。 

○広域連合長（佐藤昭） ただいま眞幡善次議員から、やはりこれから先、後期高齢者医療

広域連合の取り組むべき課題は、健康寿命延伸をされ、一人一人の御高齢者の方が誇りと

生きがい、健康事業でつくっていくべきではないかという御質問をいただきました。 

  全くそのとおりだと思います。我々広域連合ではありますが、私も例えば塩竈市の市民

の皆様方の健康寿命という問題については、さまざまな機会にいろいろな意見交換をさせ

ていただいているところであります。 

  今、議員のほうから御質問いただきました趣旨の一つが、市町村助成事業についてでご

ざいました。平成３０年度でありますが、当初予算ベースで約１７００万円を計上させて

いただきました。今年度は、さらに３００万円を増額し、２０００万円計上させていただ

いているところであります。これで十分かと言われますと、必ずしも十分ではないと思い

ます。ただ、一方では、市町村におきましては、国のこのような健康寿命を延伸するため

の補助要件がなかなか見えにくい、わかりにくいといったような状況であります。したが

いまして、限られた職員数で基礎自治体が多くの保健事業等を抱える中で、新たな事業に

取り組むということについて困難な状況があることも事実であります。そういったものを

ぜひ広域連合として手助けをさせていただきたいということは、今後ともしっかりと申し

上げたいと思っております。 

  特にでありますが、広域連合としては、市町村に制度を積極的に活用いただくため、国

の例えば交付基準に該当しなくなった場合でも、例えば１年間については広域連合単独で

補助させていただくというような取り組みではないかと思っておりますし、あるいは国の

医療制度補助金やインセンティブ交付金等を財源とし、対象事業の拡大を図っているとい

うことが、今、当広域連合の実態であります。 

  今後とも、さらなるこのような制度の拡充と、一方では市町村の方々のところを個別に

訪問させていただきまして、こういった取り組みの問題・課題につきましても、広域連合

の問題・課題であるということで、誠心誠意取り組みをいたしてまいりたいと思っており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 眞幡善次議員。 

○３３番（眞幡善次議員） 今、予算的には２０００万円とってあるということなんです

が、やはり３５市町村あるわけなんですよ。非常に２０００万円というのは少ないんじゃ

ないかというふうに私自身考えております。 

  とにかく、市町村が行う被保険者のその長寿・健康増進のための予算でありますから、
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少なくとも各市町村に５００万円前後は自由に使えるお金、長寿対策というふうな形で、

そのくらいのお金を使ってやるべきではないかというふうに私自身は考えていますが、広

域連合としてはどうでしょうか。 

○議長（西澤啓文議員） 広域連合長。 

○広域連合長（佐藤昭） 眞幡善次議員から、今日、こういう御質問をいただいておりま

す。 

  決して我々も２０００万円で本当に満足できる金額かということについては、しっかり

と検証させていただきますが、今お話しいただいた１市１町で５００万円とかというよう

なことについては、今後の課題として受けとめさせていただきますので、よろしく御理解

をお願い申し上げます。 

○議長（西澤啓文議員） 眞幡善次議員。 

○３３番（眞幡善次議員） わかりました。一昨年、失礼しました。昨年度、市町村助成事

業、これを利用したのは１０市町村が実際事業をされているわけなんですが、実際に昨年

度どのくらいの市町村がこれに申し出があったか。申請があったかということだけお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（西澤啓文議員） 給付課長。 

○給付課長（千葉敬実） お答えいたします。 

  先ほど議員のほうから１０市町村ということでお話をいただいたんですが、申請イコー

ル交付ということですので、１０市町村から交付の申請がありまして、その事業を実施さ

れたということで、実績に伴って交付金を交付しているところです。 

  ちょっとだけ今年度のことについて触れさせていただきますと、今年度申請をされてい

る市町村につきましては、前年度同様の１０市町村ということになります。ただ、この事

業は、やってやり方をだんだんわかっていただけるのかなということで、１０市町村で申

請ベース、平成３０年度と令和元年の１０市町村の申請ベースで２３７万７９７３円、去

年よりも多くの申請の金額をいただいているところです。なので、やはり先ほど佐藤アヤ

議員の御質問に対する答弁でもお話ししましたが、この交付基準というのは、市町村で実

施した事業、交付基準に見合った事業をやられた場合ということなので、先ほど広域連合

長からも答弁させていただいたとおり、一律に市町村に配るような性質の補助金ではない

ということについては御理解いただきたいんですが、やはりやり始めれば、やり方だった

り、もっとこうしていきたいということがわかってきていただければ、申請する金額も増

額されていくのかなというふうに感じるところなので、先ほどもお話ししたとおり、何よ

りは、市町村でこの事業の該当になるような事業をしていただくということについて、御
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理解いただくような取り組みを今後ともしていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（西澤啓文議員） よろしいですか。（「はい」の声あり） 

  次に、１０番下山孝雄議員。 

○１０番（下山孝雄議員） 発言のお許しをいただきましたので、私のほうからは、通告し

ております医療費の動向についてをお尋ねいたしたいと思います。 

  ３点に分けておりますけれども、この数日前公表されました厚生労働省の調査によりま

すと、２０１８年、我が国の平均寿命は男女とも連続して過去最長を更新したとなってお

ります。健康意識の高まりや医療技術の発達による死亡率の低下が要因とされております

けれども、現在約１０年と言われております健康寿命との差をいかに埋めるかが課題とさ

れております。平成２０年からスタートした後期高齢者医療制度は人が亡くなるまでであ

り、地域包括ケアシステムを構築し、生きがいのある穏やかな老後を過ごしていく上で大

きな役割を果たしておると認識しております。 

  しかし、住民からは、国保・介護を含め、負担への不満が多く寄せられます。制度の役

割を説明する立場にありますが、利用している方とそうでない方の受け取り方の違いは大

きく、増え続けていることへの不安は理解できる面があります。 

  そこで、２０２５年問題と言われます、人口比率が極めて高い団塊の世代が後期高齢者

となる時代を控え、医療費増嵩に対してどう対処されていくかをお伺いいたしたいと思い

ます。 

  次に、平成２９年から広域連合では医療分析を毎年実施し、結果を各市町村に提供して

いるということですが、医療費の中で多くを占めると言われておる終末期医療・延命治療

に占める割合の動向をお伺いいたしたいと思います。 

  次に、３点目となりますが、介護計画策定などに当たり、我が町では高齢者へのアンケ

ート調査などを実施しておりますけれども、それらによりますと、長年住み続けてきた地

域、我が家での闘病生活と家族にみられての最期を迎えたいとの強い希望があります。在

宅医療の現状と医療費への影響はどのようなものと考え捉えておられますか、お伺いをい

たしたいと思います。 

○議長（西澤啓文議員） 広域連合長。 

○広域連合長（佐藤昭） 下山孝雄議員から、初めに、２０２５年問題についての御質問で

ありました。 

  つい先日、厚生労働省から、女性が８７歳、男性が８１歳というのが、今日本の平均寿
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命であるというのが発表されております。先ほどもほかの議員からも御質問いただきまし

たが、やはり元気で誇りを持って健康でお暮らしをいただくという地域社会をつくってい

くということについては、全ての自治体が目標とすることではないのかなと思っておりま

す。 

  ７５歳に到達する方々がピークとなります２０２５年問題でありますが、宮城県の７５

歳以上の人口は、３８万９６４０人とされており、平成３０年度末の後期高齢者医療の被

保険者数３１万２１１７人に比較いたしますと、２４．８％の増というふうになるものと

考えております。 

  後期高齢者の増加に伴いまして、医療費も年々増加を当然することになるものと思って

おりますし、保険者といたしましては、こうした情勢の変化にしっかりと適応していくよ

うな制度を構築していかなければならないと思ってございます。 

  広域連合といたしましては、このような課題に対処するために、３つの取り組みを考え

ております。 

  １点目でありますが、高齢者の皆様方が安心して医療を受けられるための健全な運営で

あります。医療給付費の増大に要する財源をいかにして確保していくかということに対処

するとともに、国の社会保障改革の動向に迅速に対応し、必要な医療を適切に給付できる

ような体制づくりが１点目であります。 

  ２点目でありますが、医療費適正化の推進でございます。先ほど来、ジェネリック医薬

品あるいは重複・頻回受診等について、ぜひ是正をしてまいりたいというようなことを申

し上げてまいりましたが、これら医療費の効率的な提供を図るとともに、不正受給対策、

第三者行為に対する求償の強化等、給付の適正な執行を図っていくということになるかと

思っております。 

  ３点目であります。健康寿命延伸のための保健事業の充実であります。保健事業につい

ては、若い世代から切れ目なく実施をしていくことこそが、何よりも重要であります。例

えば、６５歳過ぎたから、７５歳過ぎたからということではなくて、若い時代から自分の

健康にしっかりと気をつけていくということを認識していくことが極めて重要ではないの

かなと思います。そういったことから、市町村の保健事業でありますとか、介護予防の事

業とやはり一体的に取り組む必要があるのではないかと考えております。 

  医療や健診の結果を詳細に分析をしながら、効果的かつ効率的に事業を実施いたしてま

いりたいと思っております。 

  今後とも、被保険者の皆様を始め、市町村・関係機関の御理解と御協力を賜りながら取

り組みをさらに推進し、御質問いただきました来る２０２５年問題に的確に対応をいたし
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てまいりたいと考えているところでございます。 

  私からは以上でございますが、残余の御質問につきましては事務局から答弁をさせてい

ただきますことをお許しいただきます。 

  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 給付課長。 

○給付課長（千葉敬実） それでは、私のほうからは、医療費の動向について残余の御質問

にお答えいたします。 

  初めに、医療費全体に占める終末期医療や延命治療の割合の動向についてお答えいたし

ます。 

  医療費分析は、レセプトデータをもとにして分析しておりますが、レセプトの記載内容

から終末期医療、延命治療の状況を分析することは困難であり、その動向については把握

しておりませんので、御理解をお願いいたします。 

  次に、在宅医療の現状と医療費への影響についてお答えいたします。 

  後期高齢者医療制度では、病気や障害があっても住みなれた家で暮らしていくための医

療給付として、訪問看護療養費を支給しております。 

  訪問看護療養費は、居宅で療養している人が、医師の指示に基づいて訪問看護師から療

養上のケアや必要な医療行為を受けた場合、その費用が現物給付されるもので、平成２９

年度は１万２１１０件、平成３０年度は１万２４８５件と、近年増加傾向が見られるとこ

ろでございます。増加率は３．１０％であり、被保険者数の増加率を上回っていることか

ら、在宅医療が拡大しているものと考えております。 

  宮城県においては、病床数も東日本大震災以降減少が続いており、急性期治療は入院治

療に、慢性期治療は在宅医療でという医療分担が進んでいることも要因の一つと考えられ

ます。 

  在宅医療に係る医療費への影響については、訪問看護サービスは医療行為の内容に限り

があることから、入院医療に比べ安価であり、在宅医療割合が増えることは、結果的に医

療費の縮減につながるものとは考えられますが、入院治療と在宅医療の選択については、

医師の判断や地域・家庭の事情によるところが大きいことから、広域連合といたしまして

は、今後の医療の動向を注視しつつ見守ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） 下山議員。 

○１０番（下山孝雄議員） 医療費適正化に取り組んでもらっておりますけれども、目標達

成は至難のわざということだと思います。関係機関がそれぞれ身を切る覚悟がなければ、
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達成は難しいのではないかと思っておりますし、また、広域ではこの目標達成がされてい

るというような認識ですか。それとも、まだどういった状況だか、そういった点をお聞き

したいと思いますし、それから広域連合長もおっしゃっておられるとおり、やはり後期高

齢者医療だけ切り取っての論議は適切ではないと思います。生活習慣病から、いろいろな

面で医療費が出てきておりますので、ジェネリックもそうでありますけれども、適切な検

査・医療、これらは患者が受ける側、それから医師・病院が主導で行われていると私は考

えているわけありますけれども、そこで、行政、広域連合などがこれらに対する強い医療

機関なんかと連携、信頼を受けた協議が必要だと思いますけれども、チェックなどを初

め、そういったことに対する抑制策など、どう考えられておられますか。 

○議長（西澤啓文議員） 給付課長。 

○給付課長（千葉敬実） お答えさせていただきます。 

  ちょっと先ほど目標の達成というところなんですが、ちょっと聞き損じてしまったんで

すが、その目標の達成、どのような目標に対して達成されているかどうかというところを

ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。 

○１０番（下山孝雄議員） いわゆる医療費適正化に向けた取り組みを行っているというこ

とだと思います。それですから、目標を持って取り組んでおられるということをお聞きし

ておりますので、その目標に対してその状況ですね。その判断が達成されるとお思いです

か。そこのところを。１人当たりの医療費は依然伸び続けておりますよ。そういった点で

心配されると思いますので、お願いいたします。 

○議長（西澤啓文議員） 給付課長。 

○給付課長（千葉敬実） 大変申しわけございませんでした。私のほうで聞き損じたという

ことで御説明をいただいたということで、大変恐縮でございます。 

  先ほどというか、今お話しされたその医療費の適正化について、目標を達成しているか

ということですが、医療費の適正化ということについては、目標ということではなくて、

医療行為をされたものというのが、私たちの療養費の支給に合致しているかということ、

先ほども議員から病院に行かないということではないよというようなお話も出ていたとこ

ろだとは思うんですが、医療費の適正化については、目標を持ってこのくらいにしましょ

うということではなくて、あくまで後期高齢者の被保険者の方が受けた医療行為に対し

て、正確にそのレセプト等で請求されているかということのチェックをするということに

なりますので、医療費の適正化というものに目標というものについては数字的なものは持

っておりません。 

  ただし、先ほどもお話ししたように、医療費の適正化というのは、ジェネリックの医薬
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品の普及をするだったり、レセプトの点検をするというような、いろいろなその事業によ

って適正化をしていく。結局は療養費、医療費の縮減につなげていく。当然そこには、事

前に保健事業等で病気の重篤化をしないような取り組みをしていくというような形の中

で、医療費の適正化には取り組んでいくものというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（西澤啓文議員） 下山議員。 

○１０番（下山孝雄議員） 最後になりますけれども、先ほど答弁の中でありました終末、

それから末期医療のあり方についてなんですけれども、分析されていないというようなこ

とを説明いただきました。なかなか触れにくい問題だと思いますけれども、私の認識が間

違っていれば別なんですけれども、高額医療に占める割合が非常に大きいのではないかと

思っております。ですから、これからそういった面にも分析の手を入れるというようなこ

とでいかがでしょうか。 

  それから、協議の中で先ほど質疑の中で出ましたのでダブるわけでありますけれども、

たしか均等割４万円というようなことをふだん聞いております。その中で減免措置がとら

れておりますけれども、説明をいただきました。段階的な措置をとられるということであ

りますけれども、そういったことであれば、そういった内容の周知徹底を図って、未納に

つながらないように対処していただきたいと思っております。答弁なくても結構ですけれ

ども、よろしくお願いいたしたいと思います。あれば、お願いします。 

○議長（西澤啓文議員） 給付課長。 

○給付課長（千葉敬実） それでは、私のほうから、その終末期医療が医療費に占める割合

が大きいのではないかということについてお答えさせていただきたいと思います。 

  終末期、今、厚生労働省のほうでは、人生の最終段階における医療ケアの決定プロセス

に関するガイドラインというものを平成３０年３月に策定されております。これには、心

穏やかに「終の時」を迎えるためにはということで、議員の御質問の中にもあったよう

に、在宅で家族に見守られながら、痛がらないというか、心穏やかに「終の時」を迎えら

れるようにということでのケアの決定プロセスのガイドラインというのをつくられていま

す。 

  ただ、その医療行為について、痛みを感じないようにする薬剤の投与というのが、実際

に終末医療なのか、一般の痛みをとるためなのかということからすると、先ほどもちょっ

とお話しさせていただいたとおり、ちょっとレセプトの中でその部分がどちらに入るかと

いうことについては、ちょっと今のところでは判断しにくいという状況だという形になっ

ております。よろしいでしょうか。 
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  以上でございます。 

○議長（西澤啓文議員） これにて一般質問を終結いたします。 

                                           

○議長（西澤啓文議員） 以上で、今期定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしま

した。 

  これにて令和元年第２回宮城県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会いたします。 

         午後３時５１分  閉会 

                                           

  以上、地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

                      議  長 西 澤 啓 文 

 

                      署名議員 佐 藤 ア ヤ 

 

                      署名議員 竹 内 和 彦 
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